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公 告 第 １ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ３ 年 １ 月 19日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
⑴ 除 雪 ド ー ザ ２ （ 14ｔ 級 ） １ 台
⑵ 除 雪 ド ー ザ ３ （ 14ｔ 級 ） １ 台
⑶ 除 雪 ド ー ザ ４ （ 18ｔ 級 ） １ 台
⑷ 除 雪 ド ー ザ ５ （ 18ｔ 級 ） １ 台
⑸ ロ ー タ リ 除 雪 車 １ （ 2 . 6ｍ級 ） １ 台
⑹ 凍 結 防 止 剤 散 布 機 １ （ 2 . 0ｍ3級 ） １ 台
⑺ 凍 結 防 止 剤 散 布 機 ２ （ 2 . 0ｍ3級 ） １ 台
⑻ 凍 結 防 止 剤 散 布 機 ３ （ 2 . 0ｍ3級 ） ３ 台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 ２ 年 12月 ２ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 日 本 キ ャ タ ピ ラ ー 合 同 会 社 東 京 都 中 野 区 本 町 一 丁 目 32
番 ２ 号

⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑷ １ の ⑷ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑸ １ の ⑸ に 掲 げ る 物 品 等 会 津 機 械 株 式 会 社 福 島 県 河 沼 郡 会 津 坂 下 町 大 字 牛 川 字
砂 田 588番 地

⑹ １ の ⑹ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑺ １ の ⑺ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３
⑻ １ の ⑻ に 掲 げ る 物 品 等 コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３

５ 落 札 金 額
⑴ １ の ⑴ に 掲 げ る 物 品 等 2 0 , 9 0 0 , 0 0 0円
⑵ １ の ⑵ に 掲 げ る 物 品 等 2 0 , 5 7 0 , 0 0 0円
⑶ １ の ⑶ に 掲 げ る 物 品 等 2 6 , 6 2 0 , 0 0 0円
⑷ １ の ⑷ に 掲 げ る 物 品 等 2 6 , 6 2 0 , 0 0 0円
⑸ １ の ⑸ に 掲 げ る 物 品 等 4 6 , 2 0 0 , 0 0 0円
⑹ １ の ⑹ に 掲 げ る 物 品 等 6 , 6 0 0 , 0 0 0円
⑺ １ の ⑺ に 掲 げ る 物 品 等 6 , 6 0 0 , 0 0 0円
⑻ １ の ⑻ に 掲 げ る 物 品 等 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 ２ 年 10月 20日

（ 入 札 用 度 課 ）

公 告 第 １ ２ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続
の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島
県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ３ 年 １ 月 19日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
除 雪 ド ー ザ １ （ 18ｔ 級 ） １ 台

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令 和 ２ 年 12月 15日

４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所
コ マ ツ 福 島 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 字 下 亀 田 16番 地 ３

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
2 6 , 1 8 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ２ 第 １ 項 第 ８ 号 該 当

（ 入 札 用 度 課 ）


